
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
（
二
件
）

（
自
治
振
興
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

二

�
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
の
た
め
の
同
意
の
認
定

（
水

産

課
）

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道
路
保
全
課
）

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る

区
間
及
び
地
域
の
指
定
等
）
の
一
部
改
正

（
都
市
計
画
課
）

三

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
新
設
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

四

�
土
地
改
良
区
設
立
の
適
否
決
定

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
二
件
）

（
農
村
整
備
課
）

公
安
委
員
会
規
則

�
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

五

●
香
川
県
告
示
第
百
六
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、 さ

ぬ
き
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第１９号

平 成１８年

３月１０日（金曜日）

上

欄

下

欄

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
長
浜

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
日
与
次
三
四
七
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
明
神
四
四
〇
の
一
の
一
部
、
四
四
〇
の
二

の
一
部
、
四
四
一
の
一
の
一
部
、
四
四
一
の
二
、
四
四
五
の

一
の
一
部
、
四
四
五
の
二
、
四
六
四
の
一
の
一
部
、
四
六
四

の
二
の
一
部
、
四
六
四
の
三
、
四
七
一
の
二
の
一
部
、
四
七

一
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
市
有
地
の
一
部

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
日
与
次

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
長
浜
三
八
一
か
ら
三
八
三
ま
で
の
各
一
部
、

三
八
八
の
一
部
、
三
九
三
の
一
部
、
三
九
四
の
一
部
、
三
九

六
の
一
部
、
三
九
七
の
一
部
、
三
九
九
の
一
の
一
部
、
三
九

九
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
明
神
四
六
六
の
一
の
一
部
、
四
六
六
の
二

の
一
部
、
四
六
七
の
一
部
、
四
七
〇
の
一
部
、
四
八
三
の
一

部
、
四
八
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
並
び
に
四
九
四
に
隣
接

す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
明
神

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
字
長
浜
四
一
七
か
ら
四
一
九
ま
で
の
各
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有

地
の
全
部
並
び
に
四
〇
七
か
ら
四
一
三
ま
で
の
地
先
の
道
路

で
あ
る
市
有
地
の
一
部
、
字
明
神
四
三
三
の
一
に
隣
接
す
る

字
長
浜
の
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
百
六
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

さ
ぬ
き
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
百
六
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
王
越
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
と
認
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
同
月
三
十

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

高
松
王
越
坂
出
線
（
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

上

欄

下

欄

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
宝
蔵
坊

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
中
尾
五
三
〇
四
の
二
の
一
部
及
び
こ
の
区

域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
東
上
月
六
〇
四
〇
の
一
の
一
部
、
六
〇
四

一
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
中
尾

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
宝
蔵
坊
五
三
五
四
、
五
三
五
五
か
ら
五
三

五
七
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
東
上
月
六
〇
四
二
の
一
部
、
六
〇
四
三
の

一
部
、
六
〇
四
六
の
一
の
一
部
、
六
〇
四
六
の
二
の
一
部
、

六
〇
五
一
の
一
部
、
六
〇
五
四
の
一
部
、
六
〇
五
五
の
四
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の

一
部

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
東
上
月

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
宝
蔵
坊
五
三
五
六
の
一
部
、
五
三
五
七
の

一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
市
有
地
の
全
部

さ
ぬ
き
市
鴨
部
字
中
尾
五
三
三
四
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
市

有
地
の
一
部
、
字
東
上
月
六
〇
四
三
に
隣
接
す
る
字
中
尾
の

道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

指

定

年

月

日

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

平
成
一
八
、
二
、
一

社
会
福
祉
法

人
善
通
寺
市

社
会
福
祉
協

議
会

善
通
寺
市
文
京
町
二
丁
目

一
番
四
号

訪
問
看
護

事
業
所
「

ほ
の
ぼ
の
」

善
通
寺
市
文
京

町
二
丁
目
一
番

四
号

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
百
六
十
八
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
区
間
及
び
地

域
の
指
定
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
�
の
表
４
の
項
中
「
仲
多
度
郡
琴
平
町
と
同
郡
仲
南
町
と
の
境
」
を
「
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
十
郷

内
国
道
三
百
七
十
七
号
と
の
交
点
」
に
、
「
県
道
満
濃
善
通
寺
線
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
四
條
内
県
道

満
濃
善
通
寺
線
」
に
、
「
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
土
讃
本
線
」
を
「
仲
多
度
郡
琴
平
町
五
條
内
四
国
旅

客
鉄
道
株
式
会
社
土
讃
本
線
」
に
改
め
、
同
表
７
の
項
中
「
仲
多
度
郡
琴
平
町
と
同
郡
仲
南
町
と
の
境
」

を
「
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
十
郷
内
国
道
三
十
二
号
と
の
交
点
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
六
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

し
ま
む
ら
・
マ
ッ
ク
多
度
津
店

仲
多
度
郡
多
度
津
町
北
鴨
二
丁
目
一
番
地
ほ
か

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
大
屋

愛
媛
県
西
条
市
大
町
一
七
六
五
番
地

株
式
会
社
し
ま
む
ら

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
番
四
号

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
〇
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

�

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
三
台

�

駐
輪
場
の
収
容
台
数

五
八
台

�

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
九
九
・
五
九
平
方
メ
ー
ト
ル

�

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

二
三
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

�

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

�

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
（
マ
ッ
ク
）

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

坂
出
市
大
屋
冨
町
字
堀
切
一
八
五
九
番

二
地
先
か
ら

坂
出
市
大
屋
冨
町
字
中
須
加
二
〇
八
三

番
一
地
先
ま
で

前

五
・
〇

〜
一
〇
・
〇

七
六

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

八
・
五

〜
一
一
・
四

七
六

公

告

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

三



午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
（
し
ま
む
ら
）

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
一
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
多
度
津
町
産
業
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
三
月
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
十
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
七
月
十
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
多
度
津
町
産
業
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
西
植
田
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地

改
良
事
業
中
原
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
六

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市
が
土
地
改
良
事
業
（
元
気
な
地
域
づ
く
り
交
付
金
（
基

盤
整
備
促
進
事
業
）
野
々
池
大
坪
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日
適
当
と
決

定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
観
音
寺
市
経
済
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月

六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
塩
江

町
土
地
改
良
区
設
立
認
可
の
申
請
は
平
成
十
八
年
三
月
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
お
よ
び
定
款
の
写
を
高
松
市
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十

七
日
か
ら
同
年
四
月
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
山
田
地
区
）
）
計
画
を
平
成
十
八
年
二
月
二
十
七
日

変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
上
町
建
設
土
木
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
五
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
六
号

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

四



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
三
月
一
日
県
営
田
園
空
間
整
備
事
業
志
度
地
区
（
長
浜
工
区
）
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
三
月
一
日
県
営
田
園
空
間
整
備
事
業
志
度
地
区
（
中
尾
工
区
）
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

第
一
条

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
香
川
県
小
豆
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
香
川
県
高
松
南
警
察
署
の
項
中
「
香
川
南
駐
在
所
」
を
「
香
川
交
番
」
に
、
「
高
松
市
香
川
町

公
安
委
員
会
規
則

土
庄
交
番

小
豆
郡
土
庄
町
淵
崎

甲
二
一
八
九
番
地
二

土
庄
町
の
う
ち
、
上
庄
、
土
庄
町
、
淵
崎

四
海
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
伊
喜

末
一
番
地
二
八

土
庄
町
の
う
ち
、
伊
喜
末
、
小
江
、
滝
宮
、

長
浜

豊
島
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
豊
島

家
浦
二
二
六
八
番
地

五
六

土
庄
町
の
う
ち
、
豊
島
家
浦
、
豊
島
唐
櫃
、

豊
島
甲
生

福
田
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
福

田
甲
一
二
〇
八
番
地

一

小
豆
島
町
の
う
ち
、
福
田
、
吉
田

橘
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
橘

甲
四
四
〇
番
地
三

小
豆
島
町
の
う
ち
、
当
浜
、
岩
谷
、
橘

坂
手
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
坂

手
甲
一
八
三
四
番
地

三
九

小
豆
島
町
の
う
ち
、
坂
手

小
豆
警
察
署

所
在
地

小
豆
郡
小
豆
島
町
苗

羽
甲
一
三
五
一
番
地

一

小
豆
島
町
の
う
ち
、
馬
木
、
田
浦
、
苗
羽
、

古
江
、
堀
越

安
田
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
安

田
甲
一
一
〇
番
地
一

〇

小
豆
島
町
の
う
ち
、
木
庄
、
安
田

草
壁
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
草

壁
本
町
六
〇
二
番
地

四
〇

小
豆
島
町
の
う
ち
、
片
城
、
神
懸
通
、
草

壁
本
町
、
西
村

池
田
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
池

田
九
八
四
番
地
二

小
豆
島
町
の
う
ち
、
池
田
、
蒲
生

三
都
駐
在
所

小
豆
郡
小
豆
島
町
吉

野
一
三
五
番
地
三

小
豆
島
町
の
う
ち
、
蒲
野
、
神
浦
、
二
面
、

室
生
、
吉
野

香
川
県
小

豆
警
察
署

大
部
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
大
部

甲
三
二
四
六
番
地
三

五

土
庄
町
の
う
ち
、
大
部
、
小
部

大
鐸
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
肥
土

山
甲
一
七
九
九
番
地

一

土
庄
町
の
う
ち
、
笠
滝
、
黒
岩
、
小
馬
越
、

肥
土
山

小
豆
島
町
の
う
ち
、
中
山

北
浦
駐
在
所

小
豆
郡
土
庄
町
見
目

乙
六
九
二
番
地
一
七

土
庄
町
の
う
ち
、
馬
越
、
小
海
、
見
目
、

屋
形
崎

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

五



川
東
上
一
七
二
六
番
地
八
」
を
「
高
松
市
香
川
町
川
東
下
三
四
六
番
地
一
」
に
、
「
香
川
町
川
内
原
」

を
「
香
川
町
浅
野
、
香
川
町
大
野
、
香
川
町
川
内
原
」
に
改
め
、
「
香
川
町
川
東
下
」
の
下
に
「
香
川

町
寺
井
」
を
加
え
、

「

香
川
北
駐
在

所

高
松
市
香
川
町
大
野
一
三
六

〇
番
地
三

高
松
市
の
う
ち
、
香
川
町
浅
野
、
香
川
町

大
野
、
香
川
町
寺
井

仏
生
山
交
番

高
松
市
仏
生
山
町
甲
二
五
一

八
番
地
一
五

高
松
市
の
う
ち
、
仏
生
山
町

を
」

「

仏
生
山
交
番

高
松
市
仏
生
山
町
甲
二
五
一

八
番
地
一
五

高
松
市
の
う
ち
、
仏
生
山
町

に
」

改
め
、
同
表
香
川
県
綾
南
警
察
署
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
上
町
枌
所
西
甲
二
三
〇
八
番
地
五
」
を
「
綾
歌

郡
綾
川
町
枌
所
西
甲
二
三
〇
八
番
地
五
」
に
、
「
綾
上
町
の
う
ち
、
枌
所
西
」
を
「
綾
川
町
の
う
ち
、

枌
所
西
」
に
、

「

山
田
駐
在
所

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
甲
一

二
九
六
番
地
二

綾
上
町
の
う
ち
、
東
分
、
山
田
上
、
山
田

下

羽
床
上
駐
在

所

綾
歌
郡
綾
上
町
羽
床
上
六
一

一
番
地
九

綾
上
町
の
う
ち
、
牛
川
、
西
分
、
羽
床
上

畑
田
駐
在
所

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
畑
田
二

三
八
六
番
地
一

綾
南
町
の
う
ち
、
大
字
千
疋
、
大
字
畑
田

を
」

「

畑
田
駐
在
所

綾
歌
郡
綾
川
町
畑
田
二
三
八

六
番
地
一

綾
川
町
の
う
ち
、
千
疋
、
畑
田

山
田
駐
在
所

綾
歌
郡
綾
川
町
山
田
上
甲
一

二
九
六
番
地
二

綾
川
町
の
う
ち
、
東
分
、
山
田
上
、
山
田

下

羽
床
上
駐
在

所

綾
歌
郡
綾
川
町
羽
床
上
六
一

一
番
地
九

綾
川
町
の
う
ち
、
牛
川
、
西
分
、
羽
床
上

に
、

」

「
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
四
一
六
八
番
地
四
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
陶
四
一
六
八
番
地
四
」
に
、
「
綾

南
町
の
う
ち
、
大
字
陶
」
を
「
綾
川
町
の
う
ち
、
陶
」
に
、
「
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
一
三
三
二
番

地
一
」
を
「
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
一
三
三
二
番
地
一
」
に
、
「
綾
南
町
の
う
ち
、
大
字
小
野
、
大
字
菅

原
、
大
字
北
、
大
字
滝
宮
、
大
字
羽
床
下
」
を
「
綾
川
町
の
う
ち
、
小
野
、
萱
原
、
北
、
滝
宮
、
羽
床

下
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
琴
平
警
察
署
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次

香
川
県
琴

平
警
察
署

琴
平
駅
前
交

番

仲
多
度
郡
琴
平
町
三

一
三
番
地
六

琴
平
町

美
合
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
中
通
一
二
五
一
番

地
三

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
勝
浦
、
川
東
、
中

通

造
田
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
造
田
一
五
四
四
番

地
四

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
造
田

長
炭
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
炭
所
西
一
四
五
〇

番
地
二

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
炭
所
西
、
炭
所
東
、

長
尾

七
箇
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
七
箇
三
三
九
五
番

地
一

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
後
山
、
大
口
、
塩

入
、
七
箇
、
帆
山

四
條
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
四
條
七
二
五
番
地

二

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
神
野
、
岸
上
、
五

條
、
四
條
、
真
野
、
吉
野
、
吉
野
下

十
郷
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
買
田
二
二
二
番
地

二

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
生
間
、
追
上
、
買

田
、
佐
文
、
新
目
、
宮
田
、
山
脇

高
篠
駐
在
所

仲
多
度
郡
ま
ん
の
う

町
東
高
篠
一
二
五
八

番
地
二

ま
ん
の
う
町
の
う
ち
、
公
文
、
西
高
篠
、

羽
間
、
東
高
篠

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

六



の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
香
川
県
高
松
南
警
察
署
の
項
中
「
、
一
宮
町
」
の
下
に
「
、
円
座
町
」
を
、
「
寺
井
町
、
成
合

町
の
一
部
」
の
下
に
「
、
西
山
崎
町
」
を
加
え
、

「

川
岡
駐
在
所

高
松
市
川
部
町
一
五
五
二
番

地
三

高
松
市
の
う
ち
、
岡
本
町
、
川
部
町

円
座
駐
在
所

高
松
市
円
座
町
一
七
〇
番
地

一

高
松
市
の
う
ち
、
円
座
町
、
西
山
崎
町

を
」

「

川
岡
駐
在
所

高
松
市
川
部
町
一
五
五
二
番

地
三

高
松
市
の
う
ち
、
岡
本
町
、
川
部
町

に
」

改
め
、
同
表
香
川
県
坂
出
警
察
署
の
項
中

「

国
分
寺
南
駐

在
所

高
松
市
国
分
寺
町
福
家
甲
三

一
〇
三
番
地
三

高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
新
名
、
国
分

寺
町
福
家

国
分
寺
交
番

高
松
市
国
分
寺
町
新
居
一
六

七
二
番
地
三

高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
柏
原
、
国
分

寺
町
国
分
、
国
分
寺
町
新
居

飯
山
交
番

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
九
三
二

番
地
三

丸
亀
市
の
う
ち
、
飯
山
町
上
法
軍
寺
、
飯

山
町
川
原
、
飯
山
町
真
時
、
飯
山
町
下
法

軍
寺
、
飯
山
町
西
坂
元
、
飯
山
町
東
小
川
、

飯
山
町
東
坂
元

高
屋
駐
在
所

坂
出
市
高
屋
町
一
三
一
一
番

地
三

坂
出
市
の
う
ち
、
青
海
町
、
大
屋
冨
町
、

神
谷
町
、
高
屋
町

を
」

「

高
屋
駐
在
所

坂
出
市
高
屋
町
一
三
一
一
番

地
三

坂
出
市
の
う
ち
、
青
海
町
、
大
屋
冨
町
、

神
谷
町
、
高
屋
町

に
、

」

「

林
田
駐
在
所

坂
出
市
林
田
町
六
七
一
番
地

六

坂
出
市
の
う
ち
、
林
田
町

を
」

「

林
田
駐
在
所

坂
出
市
林
田
町
六
七
一
番
地

六

坂
出
市
の
う
ち
、
林
田
町

川
津
駐
在
所

坂
出
市
川
津
町
二
九
四
五
番

地
一

坂
出
市
の
う
ち
、
川
津
町

に
、

」

「

川
津
駐
在
所

坂
出
市
川
津
町
二
九
四
五
番

地
一

坂
出
市
の
う
ち
、
川
津
町

与
島
駐
在
所

坂
出
市
与
島
町
六
一
番
地

坂
出
市
の
う
ち
、
岩
黒
、
沙
弥
島
、
瀬
居

町
、
櫃
石
、
与
島
町

を
」

「

与
島
駐
在
所

坂
出
市
与
島
町
六
一
番
地

坂
出
市
の
う
ち
、
岩
黒
、
沙
弥
島
、
瀬
居

町
、
櫃
石
、
与
島
町

に
」

改
め
、
「
綾
歌
郡
の
う
ち
、
」
を
削
り
、
同
表
香
川
県
綾
南
警
察
署
の
項
中
「
香
川
県
綾
南
警
察
署
」

を
「
香
川
県
高
松
西
警
察
署
」
に
、

「

富
熊
駐
在
所

丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
一
一
九

二
番
地
七

丸
亀
市
の
う
ち
、
綾
歌
町
富
熊

栗
熊
駐
在
所

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
西
一
六

〇
〇
番
地
六

丸
亀
市
の
う
ち
、
綾
歌
町
栗
熊
西
、
綾
歌

町
栗
熊
東

岡
田
駐
在
所

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五
三

四
番
地
五

丸
亀
市
の
う
ち
、
綾
歌
町
岡
田
上
、
綾
歌

町
岡
田
下
、
綾
歌
町
岡
田
西
、
綾
歌
町
岡

田
東

を
」

「

国
分
寺
南
駐

在
所

高
松
市
国
分
寺
町
福
家
甲
三

一
〇
三
番
地
三

高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
新
名
、
国
分

寺
町
福
家

国
分
寺
交
番

高
松
市
国
分
寺
町
新
居
一
六

七
二
番
地
三

高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
柏
原
、
国
分

寺
町
国
分
、
国
分
寺
町
新
居

に
、

」

「
綾
南
警
察
署
所
在
地
」
を
「
高
松
西
警
察
署
所
在
地
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
丸
亀
警
察
署
の
項
中

香

川

県

報

平
成
十
八
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三
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（
第
九
三
一
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「

飯
野
駐
在
所

丸
亀
市
飯
野
町
東
分
二
三
二

九
番
地
五

丸
亀
市
の
う
ち
、
飯
野
町
西
分
、
飯
野
町

東
二
、
飯
野
町
東
分

を
」

「

富
熊
駐
在
所

丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
一
一
九

二
番
地
七

丸
亀
市
の
う
ち
、
綾
歌
町
富
熊

栗
熊
駐
在
所

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
西
一
六

〇
〇
番
地
六

丸
亀
市
の
う
ち
、
綾
歌
町
栗
熊
西
、
綾
歌

町
栗
熊
東

飯
山
交
番

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
九
三
二

番
地
三

丸
亀
市
の
う
ち
、
飯
山
町
上
法
軍
寺
、
飯

山
町
川
原
、
飯
山
町
真
時
、
飯
山
町
下
法

軍
寺
、
飯
山
町
西
坂
元
、
飯
山
町
東
小
川
、

飯
山
町
東
坂
元

岡
田
駐
在
所

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五
三

四
番
地
五

丸
亀
市
の
う
ち
、
綾
歌
町
岡
田
上
、
綾
歌

町
岡
田
下
、
綾
歌
町
岡
田
西
、
綾
歌
町
岡

田
東

飯
野
駐
在
所

丸
亀
市
飯
野
町
東
分
二
三
二

九
番
地
五

丸
亀
市
の
う
ち
、
飯
野
町
西
分
、
飯
野
町

東
二
、
飯
野
町
東
分

に
、

」

「

垂
水
駐
在
所

丸
亀
市
垂
水
町
三
二
三
三
番

地
八

丸
亀
市
の
う
ち
、
垂
水
町

を
」

「

垂
水
駐
在
所

丸
亀
市
垂
水
町
三
二
三
三
番

地
八

丸
亀
市
の
う
ち
、
垂
水
町

郡
家
交
番

丸
亀
市
郡
家
町
二
三
九
四
番

地
一

丸
亀
市
の
う
ち
、
郡
家
町
、
三
条
町

郡
家
駐
在
所

丸
亀
市
郡
家
町
二
三
九
四
番

地
一

丸
亀
市
の
う
ち
、
郡
家
町
、
三
条
町

田
村
交
番

丸
亀
市
田
村
町
三
七
六
番
地

丸
亀
市
の
う
ち
、
金
倉
町
、
柞
原
町
、
城

に
、

」

「

を
」

「

田
村
交
番

丸
亀
市
田
村
町
三
七
六
番
地

六

丸
亀
市
の
う
ち
、
金
倉
町
、
柞
原
町
、
城

西
町
一
丁
目
、
城
西
町
二
丁
目
、
城
南
町
、

新
田
町
、
田
村
町
、
津
森
町
、
中
府
町
一

丁
目
、
中
府
町
二
丁
目
、
中
府
町
三
丁
目
、

中
府
町
四
丁
目
、
中
府
町
五
丁
目
、
原
田

町
、
原
田
団
地
、
山
北
町

に
、

」

「

城
坤
駐
在
所

丸
亀
市
今
津
町
六
五
四
番
地

三

丸
亀
市
の
う
ち
、
今
津
町
、
天
満
町
一
丁

目
、
天
満
町
二
丁
目
、
中
津
町
、
前
塩
屋

町
一
丁
目
、
前
塩
屋
町
二
丁
目

を
」

「

本
島
駐
在
所

丸
亀
市
本
島
町
泊
四
八
〇
番

地
三

丸
亀
市
の
う
ち
、
牛
島
、
本
島
町
生
ノ
浜
、

本
島
町
大
浦
、
本
島
町
笠
島
、
本
島
町
甲

生
、
本
島
町
小
阪
、
本
島
町
尻
浜
、
本
島

町
泊
、
本
島
町
福
田

城
坤
駐
在
所

丸
亀
市
今
津
町
六
五
四
番
地

三

丸
亀
市
の
う
ち
、
今
津
町
、
天
満
町
一
丁

目
、
天
満
町
二
丁
目
、
中
津
町
、
前
塩
屋

町
一
丁
目
、
前
塩
屋
町
二
丁
目

に
」

改
め
、
別
表
香
川
県
観
音
寺
警
察
署
の
項
中

六

西
町
一
丁
目
、
城
西
町
二
丁
目
、
城
南
町
、

新
田
町
、
田
村
町
、
津
森
町
、
中
府
町
一

丁
目
、
中
府
町
二
丁
目
、
中
府
町
三
丁
目
、

中
府
町
四
丁
目
、
中
府
町
五
丁
目
、
原
田

町
、
原
田
団
地
、
山
北
町

本
島
駐
在
所

丸
亀
市
本
島
町
泊
四
八
〇
番

地
三

丸
亀
市
の
う
ち
、
牛
島
、
本
島
町
生
ノ
浜
、

本
島
町
大
浦
、
本
島
町
笠
島
、
本
島
町
甲

生
、
本
島
町
小
阪
、
本
島
町
尻
浜
、
本
島

町
泊
、
本
島
町
福
田

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）
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「

豊
浜
交
番

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
六
一

六
番
地
四

観
音
寺
市
の
う
ち
、
豊
浜
町
姫
浜
、
豊
浜

町
和
田
の
一
部
、
豊
浜
町
和
田
浜

花
稲
駐
在
所

観
音
寺
市
大
野
原
町
花
稲
七

五
六
番
地
一

観
音
寺
市
の
う
ち
、
大
野
原
町
大
野
原
の

一
部
、
大
野
原
町
花
稲

高
室
駐
在
所

観
音
寺
市
室
本
町
六
六
八
番

地
七

観
音
寺
市
の
う
ち
、
高
屋
町
、
室
本
町

を
」

「

豊
浜
交
番

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
浜
六
一

六
番
地
四

観
音
寺
市
の
う
ち
、
大
野
原
町
大
野
原
の

一
部
、
大
野
原
町
花
稲
、
豊
浜
町
姫
浜
、

豊
浜
町
和
田
の
一
部
、
豊
浜
町
和
田
浜

に
、

」

「
柳
町
交
番
」
を
「
観
音
寺
駅
前
交
番
」
に
、
「
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
〇
八
七
番
地
二
八
」
を
「

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
二
三
四
番
地
一
六
」
に
改
め
、
「
瀬
戸
町
四
丁
目
」
の
下
に
「
、
高
屋
町
」

を
、
「
天
神
町
三
丁
目
」
の
下
に
「
、
室
本
町
」
を
加
え
、

「

仁
尾
交
番

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
辛
二
四

番
地
一

三
豊
市
の
う
ち
、
仁
尾
町

観
音
寺
駅
前

警
備
派
出
所

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
一
五

二
一
番
地
二

を
」

「

仁
尾
駐
在
所

三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
辛
二
四

番
地
一

三
豊
市
の
う
ち
、
仁
尾
町

に
」

改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
別
表

（
以
下
「
別
表
」
と
い
う
。
）
香
川
県
高
松
南
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定

平
成
十
八
年
三
月
十
五

日
二

第
一
条
中
別
表
香
川
県
琴
平
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

三

第
一
条
中
別
表
香
川
県
小
豆
警
察
署
の
項
及
び
香
川
県
綾
南
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定

平
成
十

八
年
三
月
二
十
一
日

四

第
二
条
の
規
定

平
成
十
八
年
四
月
一
日

香

川

県

報

平
成
十
八
年
三
月
十
日

（
第
九
三
一
八
号
）

九
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